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(57)【要約】
【課題】ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用情報の
変更案を効率的に生成可能とする。
【解決手段】乗務員運用管理システム１００において、
列車ダイヤと、各乗務員の乗務する列車及び駅区間を含
んで構成される運用情報と、列車ダイヤで規定する列車
以外の他移動手段の情報と、を保持する記憶部１０７と
、所定乗務員が、列車ダイヤに記載の列車および他移動
手段の少なくともいずれかを用いた場合に、所定の場所
から所定駅に到達するための移動時間を算定する移動時
間算出処理と、列車ダイヤの変更時に、列車および他移
動手段の少なくともいずれかを用いて乗務員が移動する
場合の運用情報の変更案を、算定した移動時間を用いて
作成する変更案作成処理を実行する演算部１０３を備え
る構成とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　列車ダイヤを用いて、乗務員の乗務する列車及び駅区間を含んで構成される運用情報を
管理する乗務員運用管理システムであって、
　前記列車ダイヤの変更時に前記運用情報の変更案を作成する変更案作成部と、
　１つ以上の駅と、１つ以上の移動手段について、前記乗務員が前記移動手段で前記駅に
到達するための移動時間を求める移動時間算出部と、
　を備え、
　前記移動時間算出部は、前記移動手段として、前記列車ダイヤに記載の列車のほかに、
１つ以上の移動手段について、前記乗務員が前記移動手段で前記駅に到達するための移動
時間を求められるように構成されており、
　前記変更案作成部は、前記移動手段を用いて乗務員が移動する変更案を、前記移動時間
算出部が求めた移動時間を用いて作成すること、
　を特徴とする乗務員運用管理システム。
【請求項２】
　前記演算部は、
　前記変更案作成処理において、前記他移動手段を用いて乗務員が移動する前記変更案を
作成した場合、当該変更案を当該他移動手段の情報とともに所定装置に出力する処理を更
に実行するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の乗務員運用管理システム。
【請求項３】
　前記演算部は、
　前記移動時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、当該他移動手段による
過去の移動履歴の情報を用いて前記移動時間の算出を実行するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の乗務員運用管理システム。
【請求項４】
　前記演算部は、
　前記移動時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、前記他移動手段に関し
て予め求めた所定距離ないし所定地点間の移動時間の情報に基づき前記移動時間の算出を
実行するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の乗務員運用管理システム。
【請求項５】
　前記演算部は、
　前記移動時間算出処理において、前記乗務員が保持する所定の位置取得装置から、当該
乗務員の位置情報を取得し、当該位置情報に基づき前記移動時間を算出し、
　前記変更案作成処理において、前記位置情報の得られている当該乗務員が、前記列車お
よび前記他移動手段の少なくともいずれかを用いて移動する場合の前記変更案を、前記位
置情報に基づき算定した移動時間を用いて作成するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の乗務員運用管理システム。
【請求項６】
　前記演算部は、
　前記移動時間算出処理において、前記列車ダイヤの変更時における、事故発生曜日、事
故発生時刻、事故発生からの経過時間、遅延原因、降雨量、および降雪量、のうち少なく
ともいずれかの情報に更に基づいて前記移動時間を算出するものである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の乗務員運用管理システム。
【請求項７】
　列車ダイヤと、各乗務員の乗務する列車及び駅区間を含んで構成される運用情報と、前
記列車ダイヤで規定する列車以外の他移動手段の情報と、を保持する記憶部備えた情報処
理システムが、
　所定乗務員が、前記列車ダイヤに記載の列車および前記他移動手段の少なくともいずれ
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かを用いた場合に、所定の場所から所定駅に到達するための移動時間を算定する移動時間
算出処理と、
　前記列車ダイヤの変更時に、前記列車および前記他移動手段の少なくともいずれかを用
いて乗務員が移動する場合の前記運用情報の変更案を、前記算定した移動時間を用いて作
成する変更案作成処理と、
　を実行することを特徴とする乗務員運用管理方法。
【請求項８】
　前記情報処理システムが、
　前記変更案作成処理において、前記他移動手段を用いて乗務員が移動する前記変更案を
作成した場合、当該変更案を当該他移動手段の情報とともに所定装置に出力する処理を更
に実行する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の乗務員運用管理方法。
【請求項９】
　前記情報処理システムが、
　前記移動時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、当該他移動手段による
過去の移動履歴の情報を用いて前記移動時間の算出を実行する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の乗務員運用管理方法。
【請求項１０】
　前記情報処理システムが、
　前記移動時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、前記他移動手段に関し
て予め求めた所定距離ないし所定地点間の移動時間の情報に基づき前記移動時間の算出を
実行する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の乗務員運用管理方法。
【請求項１１】
　前記情報処理システムが、
　前記移動時間算出処理において、前記乗務員が保持する所定の位置取得装置から、当該
乗務員の位置情報を取得し、当該位置情報に基づき前記移動時間を算出し、
　前記変更案作成処理において、前記位置情報の得られている当該乗務員が、前記列車お
よび前記他移動手段の少なくともいずれかを用いて移動する場合の前記変更案を、前記位
置情報に基づき算定した移動時間を用いて作成する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の乗務員運用管理方法。
【請求項１２】
　前記情報処理システムが、
　前記移動時間算出処理において、前記列車ダイヤの変更時における、事故発生曜日、事
故発生時刻、事故発生からの経過時間、遅延原因、降雨量、および降雪量、のうち少なく
ともいずれかの情報に更に基づいて前記移動時間を算出する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の乗務員運用管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗務員運用管理システムおよび乗務員運用管理方法に関するものであり、具
体的には、ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用情報の変更案を効率的に生成可能とす
る技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道運行管理業務において、通常時には予め定められた列車ダイヤに基づいて列車を走
行させることが要求される。一方、運行当日に列車ダイヤ乱れが発生した場合には、列車
運行に支障がないように計画を変更しなければならない。
【０００３】
　こうした鉄道輸送の遂行に必要な計画情報は、列車ダイヤのほかに、列車ダイヤ上の列
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車に車両の割り当て計画を定めた車両運用情報や、乗務員の割り当て計画を定めた乗務員
運用情報がある。こうした車両運用情報や乗務員運用情報は、上述のように運行当日に列
車ダイヤ乱れが発生し列車ダイヤの変更がなされると、変更されることになる。
【０００４】
　このうち乗務員運用情報の変更に際し、予め列車ダイヤ上に設定された便乗列車や予備
の乗務員を活用するだけでは所定の運用制約を満たすことができないケースがある。その
場合、他路線やタクシーなど運行管理システム管轄外の移動手段によって乗務員を移動さ
せ、運用制約を満たす計画作成がなされることもある。
【０００５】
　但し、このような乗務員の運用変更は、従来、指令員により手動で行われている。この
作業は負荷が大きい上、適切な変更が為されるかは、指令員の熟練度に依存していた。そ
こで、この場合の指令員の負荷を低減させるべく、運行当日の車両運用情報や乗務員運用
情報を適切に変更する技術として、変更後の計画を自動で作成する技術が提案されている
。
【０００６】
　すなわち、コンピュータに、実施計画ダイヤに対して運転整理を行った運転整理ダイヤ
と、前記運転整理ダイヤでの車両運用である運転整理車両運用と、乗務員区所毎の乗務担
当範囲と、前記実施計画ダイヤでの乗務員運用である計画乗務員運用との各データに基づ
いて、前記運転整理ダイヤに対する乗務員手配の困難性を判定させるためのプログラムで
あって、前記運転整理車両運用において、乗務員が存在する必要のある駅及び時刻の条件
として予め定められたタスク条件に合致する駅及び時刻をタスクとして抽出するタスク抽
出手段、前記運転整理車両運用において、乗務していない乗務員が発生する駅及び時刻の
条件として予め定められたリソース条件に合致する駅及び時刻をリソースとして抽出する
リソース抽出手段、前記抽出されたタスクそれぞれに前記抽出されたリソースを重複せず
に割り当てた割当解を算出する割当解算出手段、前記割当解算出手段の算出結果に基づい
て、前記運転整理ダイヤに対する乗務員手配の可否を少なくとも含む乗務員手配の困難性
を判定する手配困難性判定手段、として前記コンピュータを機能させるためのプログラム
（特許文献１参照）などが提案されている。
【０００７】
　また、情報を格納する記憶部と、情報を出力する出力部と、情報を入力する入力部と、
プログラムを実行する処理装置とを有するコンピュータにより実現される資源運用計画作
成装置であって、該記憶部は輸送サービスの運行スケジュール情報を格納しており、該処
理装置は、プログラムを実行することにより、該記憶部に予め格納された輸送サービスの
運行スケジュール情報を読込む運行スケジュール読込部と、該運行スケジュール情報に基
づいて運行スケジュールに含まれる複数の各輸送行程について、輸送行程の始発場所、始
発時間、終着場所、および終着時間を少なくとも属性として有するノードを作成し、各ノ
ードの属性に基づいて同じ資源を用いて連続した運行が可能な輸送行程を表すノード間を
接続したパスを作成して、輸送行程のネットワークモデルを作成し、更に、各資源の運用
開始場所と車両を識別する情報を少なくとも属性として有する運用開始ノードと、運用終
了場所と該資源を識別する情報を少なくとも属性として有する運用終了ノードを作成し、
運用開始ノードの属性とその他ノードの属性に基づいて、運用開始ノードが表す資源を割
り当て可能な輸送行程を表すノードと運用開始ノードとを接続するパスを作成し、運用終
了ノードの運用終了場所の属性値とその他ノードの終着場所の属性値が一致するノード間
とを接続するパスを作成し、同じ資源識別情報を属性とする運用開始ノードと運用終了ノ
ードとを接続するパスを作成し、作成したネットワークモデルに追加するネットワーク作
成部と、該運行スケジュール情報に基づいて、資源の運用終了場所を元の計画から変更し
ないという条件を達成するために複数の資源を割り当てる候補となる輸送行程を抽出する
併合候補判定部と、複数の資源を割り当て可能な輸送行程を表すノードを複製して併合ノ
ードを作成し、併合ノードの属性とネットワークモデルを構成する他のノードの属性とに
基づいて、併合列車ノードとその他のノードを接続するパスをネットワークモデルに追加
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する併合候補反映部と、ネットワークモデルを構成する併合ノード以外の各ノードに、一
つの資源が割り当てられるような複数のパスから構成されるパスの組合せをネットワーク
モデルから抽出し、更に抽出された組合せについて、該組合せを構成する複数のパスの各
々に資源を割り当てることで、運用終了場所を元の計画から変更しないという条件を満た
す資源の運用計画を作成して該運用計画を、該出力部に出力する計画作成部とを有する、
ことを特徴とする資源運用計画作成装置（特許文献２参照）なども提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－７８５７３号公報
【特許文献２】特開２０１３－７１５７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、実際にダイヤ乱れが生じる状況下で、便乗や空き乗務員の適用等を適用した
くとも、そもそも乗務員を乗務予定駅まで運ぶ自社列車が運休状態であったり、運用制約
を満たせないほど遅延が発生しているケースがある。その場合、従来技術を採用しても状
況に対処するのは困難である。一方、他路線やタクシーなど運行管理システム管轄外の移
動手段の活用については目的地への移動時間が可変する可能性をリスクの評価に織り込む
旨の記載があるのみで、これらを活用した変更案の作成方法について具体的な開示がない
。これらの移動手段を用いた場合に運行乱れ時の移動時間をどの程度だと見積もってシス
テムに登録するかは、前記運行乱れが他の交通機関に及ぼす影響の大きさを見積もる必要
があることから、指令員の熟練度への依存が高い要素となるため、他路線やタクシーなど
運行管理システム管轄外の移動手段を活用した変更案の作成についても、自動化する手法
も提案されていない。
【００１０】
　そこで本発明は、乗務員運用情報の再作成において、移動にかかる時間が変動する可能
性の高い運行管理システムの管理対象外の移動手段を活用する場合においても、適切な変
更案を作成できる乗務員運用管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する本発明の乗務員運用管理システムは、列車ダイヤを用いて、乗務員
の乗務する列車及び駅区間を含んで構成される運用情報を管理する乗務員運用管理システ
ムであって、前記列車ダイヤの変更時に前記運用情報の変更案を作成する変更案作成部と
、１つ以上の駅と、１つ以上の移動手段について、前記乗務員が前記移動手段で前記駅に
到達するための移動時間を求める移動時間算出部と、を備え、前記移動時間算出部は、前
記移動手段として、前記列車ダイヤに記載の列車のほかに、１つ以上の移動手段について
、前記乗務員が前記移動手段で前記駅に到達するための移動時間を求められるように構成
されており、前記変更案作成部は、前記移動手段を用いて乗務員が移動する変更案を、前
記移動時間算出部が求めた移動時間を用いて作成することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の乗務員運用管理方法は、列車ダイヤと、各乗務員の乗務する列車及び駅
区間を含んで構成される運用情報と、前記列車ダイヤで規定する列車以外の他移動手段の
情報と、を保持する記憶部備えた情報処理システムが、所定乗務員が、前記列車ダイヤに
記載の列車および前記他移動手段の少なくともいずれかを用いた場合に、所定の場所から
所定駅に到達するための移動時間を算定する移動時間算出処理と、前記列車ダイヤの変更
時に、前記列車および前記他移動手段の少なくともいずれかを用いて乗務員が移動する場
合の前記運用情報の変更案を、前記算定した移動時間を用いて作成する変更案作成処理と
、を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１３】
　本発明によれば、乗務員運用情報の再作成において、移動に掛かる時間が変動する可能
性の高い運行管理システム管轄外の移動手段を活用する場合においても、適切な変更案を
作成できる乗務員運用管理システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態の乗務員運用管理システムを含むネットワーク構成の例を示す図で
ある。
【図２】第１実施形態の乗務員運用管理システムにおいて変更案を作成する際の全体処理
を表すブロック図である。
【図３】第１実施形態における乗務員運用管理方法のフロー例１を示す図である。
【図４】第１実施形態における乗務員運用管理方法のフロー例２を示す図である。
【図５】第１実施形態における移動時間算出プログラムで用いる移動履歴情報と決定木の
例を示す図である。
【図６】第１実施形態における移動時間算出結果情報の例を示す図である。
【図７】第１実施形態におけるネットワークモデルの変更過程例を示す図である。
【図８】第１実施形態における変更案作成プログラムの処理結果例を示す図である。
【図９Ａ】第１実施形態のネットワークモデルにおけるノード情報である列車ノード情報
テーブルを示す図である。
【図９Ｂ】第１実施形態のネットワークモデルにおけるノード情報である乗務員ノード情
報テーブルを示す図である。
【図９Ｃ】第１実施形態のネットワークモデルにおける終端ノード情報テーブルを示す図
である。
【図１０】第２実施形態の乗務員運用管理システムを含むネットワーク構成の例を示す図
である。
【図１１Ａ】第２実施形態における移動時間算出結果情報の例を示す図である。
【図１１Ｂ】第２実施形態の移動時間算出前の乗務員運用状況を示す図である。
【図１１Ｃ】第２実施形態の移動時間算出後の乗務員運用状況を示す図である。
【図１２】第１実施形態における出力画面の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
－－－ネットワーク構成－－－
　以下に本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図１は、第１実施形態
の乗務員運用管理システム１００を含むネットワーク構成図である。図１に示す乗務員運
用管理システム１００は、ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用情報の変更案を効率的
に生成可能とするコンピュータシステムである。また、乗務員運用管理システム１００は
、運行当日にダイヤ乱れが生じた際に、変更後のダイヤ上の列車に対して運用制約に対す
る違反（以下、運用違反）がないように乗務員の再割り当てを自動で行う。
【００１６】
　この乗務員運用管理システム１００におけるハードウェア構成は以下の如くとなる。す
なわち、乗務員運用管理システム１００は、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖ
ｅ）やハードディスクドライブなど適宜な不揮発性記憶素子で構成される記憶部１０７、
ＲＡＭなど揮発性記憶素子で構成されるメモリ１０５、記憶部１０７などに適宜に保持さ
れるプログラムをメモリ１０５に読み出すなどして実行し装置自体の統括制御を行なうと
ともに各種判定、演算及び制御処理を行なうＣＰＵ１０３（演算部）、ユーザからのキー
入力や音声入力を受け付ける入力部１０２、処理データの表示を行うディスプレイ等の表
示部１０１、ネットワーク１０と接続し他装置との通信処理を担う通信部１０４、を備え
る。
【００１７】
　このうち記憶部１０７は、運行当日にダイヤ乱れが生じたために運行指令によって変更
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がなされたダイヤ情報１１０（例：運行管理システム２０から得られる）と、未変更状態
の乗務員運用情報である変更前運用情報１１１と、変更状態の乗務員運用情報である変更
後運用情報１１２と、過去に運行管理システム管轄外の移動手段（すなわち他移動手段。
以下、他移動手段）によって乗務員が移動した際の移動履歴情報１１３とを格納している
。なお、ここでいう運行管理システム管轄外の移動とは、運行管理システム管轄外の移動
手段による移動を示す。
【００１８】
　また、メモリ１０５には、列車ダイヤ上に設定されていなかった他移動手段による移動
時間を移動履歴情報１１３を用いて算出する移動時間算出部１０８と、列車ダイヤ上に設
定されていなかった他移動手段による移動に要する時間から判定した、他移動手段を含む
解候補を追加する変更案作成部１０９が格納されている。これら各部１０８、１０９は、
対応するプログラムをＣＰＵ１０３が実行することで実装された機能部である。
【００１９】
　なお、乗務員運用管理システム１００が、上述の通信部１０４により通信を行う他装置
は、例えば、運行管理システム２０、気象情報管理システム３０を想定する。このうち運
行管理システム２０は、いわゆるＰＴＣ（Ｐｒｏｇｒａｍｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）であり、列車ダイヤに基づいて列車集中制御装置（ＣＴＣ）、自動進路制御装
置（ＰＲＣ）、運転整理システム、旅客案内システムなどを制御するシステムである。
【００２０】
　また、気象情報管理システム３０は、少なくとも、上述の列車ダイヤにより運行される
鉄道の運行範囲に関して、その気象情報を提供可能なサーバ装置である。この気象情報管
理システム３０は、例えば気象予報サービスを提供する組織等が運用する装置となる。
【００２１】
－－－全体フローの概要－－－
　次に、本実施形態における乗務員運用管理方法の全体概要を、図２を用いて説明する。
図２は第１実施形態の乗務員運用管理システム１００において変更案を作成する際の全体
処理の概略を表すブロック図である。
【００２２】
　従来の乗務員運用管理手法では、運行当日のダイヤ乱れなどにより変更されたダイヤ情
報と未変更状態の変更前運用情報とを乗務員運用管理システムにおける入力とし、変更案
作成部１０９で乗務員の運用違反を解消した変更後運用情報１１２を作成し、出力する。
【００２３】
　一方、本実施形態における乗務員運用管理システム１００では、他移動手段による移動
も考慮に含めて乗務員の運用情報を作成すべく、移動履歴情報１１３を入力として、移動
時間算出部１０８で、他移動手段での移動に要する移動時間を推定する。また、ここで推
定した移動時間に基づき、変更案作成部１０９が、他移動手段による移動も考慮に入れて
乗務員運用情報を作成し、変更後運用情報１１２として出力する。
【００２４】
－－－各処理部の詳細な処理－－－
　以下、本実施形態における乗務員運用管理方法の実際手順について図に基づき説明する
。以下で説明する乗務員運用管理方法に対応する各種動作は、乗務員運用管理システム１
００がメモリ等に読み出して実行するプログラムによって実現される。そして、このプロ
グラムは、以下に説明される各種の動作を行うためのコードから構成されている。
【００２５】
　以下、各処理部の詳細を、図３及び図４を用いて説明する。図３は、乗務員運用管理シ
ステム１００のＣＰＵ１０３が変更案作成部１０９のプログラムに従って実施する変更案
作成処理のフローチャートである。
【００２６】
　前述の通り、変更案作成部１０９は、運行当日のダイヤ乱れなどにより変更されたダイ
ヤ情報１１０と、未変更状態の変更前運用情報１１１を入力とし、乗務員の運用違反を解



(8) JP 2017-154536 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

消した変更後運用情報１１２を再作成する処理部である。
【００２７】
　まず、変更案作成部１０９は、ステップＳ１５０において、運行当日のダイヤ乱れによ
り変更されたダイヤ情報１１０、変更前運用情報１１１および移動履歴情報１１３を、記
憶部１０７から抽出し（或いは運行管理システム２０から取得し）、未変更状態の変更前
運用情報１１１のままの乗務員割当て処理を行う。ここでの乗務員割当て処理のアルゴリ
ズム自体は既存技術を採用すればよい。
【００２８】
　しかしながら、上述のダイヤ情報１１０は当初計画から変更されたものであるため、未
変更状態のままの変更前運用情報１１１を用いて乗務員割当て処理を行う場合、乗務員の
運用違反が生じる場合がある。この場合（Ｓ１５１：あり）、変更案作成部１０９は、運
用情報解候補作成処理（Ｓ１５２）を実行する。この処理では、上述の他移動手段を含め
た運用情報解候補を作成する。
【００２９】
　他方、上述の乗務員割当て処理の結果、乗務員の運用違反が生じなければ（Ｓ１５１：
なし）、変更案作成部１０９は、未変更状態のままの変更前運用情報１１１を変更後運用
情報１１２として、表示部１０１または運行管理システム２０に出力し、当該フローを終
了する。
【００３０】
　続いて、変更案作成部１０９は、運用情報解探索処理（Ｓ１５３）において、上述の運
用情報解候補作成処理（Ｓ１５２）で作成した解候補の中から、運用制約を満たし、評価
関数の値が最良の解の探索処理を行う。この解の探索処理は制約を全て満たす解を探索す
る制約プログラミングなどの手法を適用する。
【００３１】
　変更案作成部１０９は、当該解の探索処理によって得られた解に、乗務員未割り当て列
車が含まれた場合（Ｓ１５４：あり）、解候補再設定処理（Ｓ１５９）にて未割り当て列
車を含む解候補を優先的に解候補に設定して再探索処理を行う。
【００３２】
　他方、乗務員未割り当てが解消されている場合（Ｓ１５４：なし）、変更案作成部１０
９は、ステップＳ１５５の処理に進む。当該ステップＳ１５５において、変更案作成部１
０９は、上述のステップＳ１５３で探索を行った解を、他移動手段を含む変更後運用情報
１１２として、表示部１０１または運行管理システム２０に出力し、当該フローを終了す
る。
【００３３】
－－－移動時間算出部の詳細な処理－－－
　図４は、乗務員運用管理システム１００のＣＰＵ１０３が移動時間算出部１０８に従っ
て実施する移動時間算出処理のフローチャートである。
【００３４】
　前述の通り、移動時間算出部１０８は、他移動手段を用いた移動履歴情報１１３をもと
に、移動時間の推定処理を行う。移動履歴情報１１３は図５に示すように、過去に他移動
手段によって乗務員が移動した際の、移動時間２１２のほか、移動距離２１１、日付２０
１、時刻２０２、曜日２０７などを含む情報である。
【００３５】
　移動時間算出部１０８は、ステップＳ１６０において、この移動履歴情報１１３を記憶
部１０７から取得する。
【００３６】
　また、移動時間算出部１０８は、移動履歴情報１１３のうち移動時間２１２を目的変数
、その他の変数を説明変数として、ステップＳ１６１において、移動時間算出のモデルで
ある決定木を生成する。
【００３７】



(9) JP 2017-154536 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

　この決定木とは、説明変数の値から目的変数の値を予測するための手法である。説明変
数が多く存在する場合、説明変数をノードとして、目的変数が葉（端点）となる階層的な
木構造を過去のデータから構築した構成となる。この決定木を用いた予測を行う際には、
木の根となる最上位のノードから順に説明変数の値によってノードをたどり、葉の目的変
数の値を予測値とする。なお、移動時間算出部１０８は、変数が連続値の場合には、決定
木生成の前処理として連続値を離散値に変換する。
【００３８】
　続いて、ステップＳ１６２において、移動時間算出部１０８は、Ｓ１６１で生成した決
定木に対して、予測対象データをダイヤ情報１１０より取得する。また、ステップＳ１６
３において、移動時間算出部１０８は、取得した予測対象データから、決定木により移動
時間の予測処理を行う。
【００３９】
　移動時間算出部１０８は、ステップＳ１６４において、上述のＳ１６３で予測した移動
時間を、表示部１０１または運行管理システム２０に出力し、当該フローを終了する。
【００４０】
　なお、移動時間算出部１０８は、上述の決定木を作成する際に、木構造の根となるノー
ドをコスト関数によって決定する。このコスト関数の一つとして情報エントロピーから算
出した情報利得比を用いることができる。また決定木では、説明変数の属性による分割に
よる情報利得比が最大となる説明変数を上位のノードに設定する。
【００４１】
　上記の手法で作成した、移動時間を目的変数とする決定木の模擬的な例を図５の決定木
２１３、２１４にそれぞれ示す。このうち決定木２１３は、移動手段がタクシーの場合の
決定木であり、移動手段がタクシーのデータから作成する。また、決定木２１４は、移動
手段が他社路線の場合の決定木であり、移動手段が他社路線のデータから推定する。
【００４２】
　決定木２１３、２１４は移動時間を推定するための決定木であり、こうした決定木を作
成するために必要なデータテーブル５００の例も図５に示した。図５のテーブル５００に
は説明変数となる日付２０１、時刻２０２、発駅２０３、着駅２０４、手段２０５、風速
２０６、曜日２０７、運休有無２０８、要因２０９、雨量２１０、移動距離（キロ）２１
１と目的変数となる移動時間２１２が含まれる。
【００４３】
　図４のフローにおける、移動履歴情報取得（Ｓ１６０）、決定木生成の処理（Ｓ１６１
）に際し、移動時間算出部１０８は、図５の如き形式のデータテーブル５００を取得し、
決定木を生成することとなる。決定木の生成は、既存のデータテーブルが存在する場合は
、事前に作成するものとする。一方、事前に生成した決定木については、移動履歴情報１
１３に新たなデータが追加された場合に、決定木の更新処理を行うものとする。
【００４４】
　上述のステップＳ１６３の処理において、決定木によって予測した移動時間、すなわち
移動時間算出結果情報６００の例を図６に示す。図６に例示する移動時間算出結果情報６
００において、説明変数は移動時間２１２以外のデータ項目が示されており、これらの値
を活用して目的変数である移動時間２１２には予測値である「２０分」が算出されたこと
を意味する。
【００４５】
－－－ネットワークモデルによる運用情報解候補作成－－－
　図３の運用情報解候補作成処理（Ｓ１５２）においては、解候補を乗務員運用情報のネ
ットワークモデルとして作成する。図７は、図８の運用情報を反映した乗務員の運用情報
ネットワークモデル７００、７１０である。このネットワークモデル７００、７１０は、
乗務員ノード、列車ノード、終端ノード、接続リンクで構成される。こうした図７で例示
するネットワークモデル７００、７１０は、車両運用に関する特許文献２を適宜に利用し
たものであり、乗務員ノードが特許文献２の車両ノードに相当する。
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【００４６】
　また、図８の「運用変更前」の乗務員運用情報８００は、変更前運用情報１１１の一例
であり、「乗務員Ａ」が業務開始駅の「駅ａ」から「列車１」に乗務し、「駅ｃ」で「列
車２」に乗り継いで乗務し、「駅ａ」で「列車３」に乗り継いで乗務し、「駅ｃ」で業務
終了となり、また、「乗務員Ｂ」が業務開始駅の「駅ｂ」から「列車４」に乗務し、「駅
ａ」で業務終了となる運用計画を示している。
【００４７】
　この乗務員運用情報８００に基づく乗務員運用管理の実行に際し、「列車２」が運休と
なったとする。この状況に対応し、本実施形態の乗務員運用管理方法で、上述の変更前運
用情報１１１に適宜な変更を行って得たのが、「運用変更後」の乗務員運用情報８１０、
すなわち、変更後運用情報１１２の一例である。
【００４８】
　この乗務員運用情報８１０では、「列車２」が運休となったために、「乗務員Ａ」が業
務開始駅の「駅ａ」から「列車１」に乗務し、「駅ｃ」から「駅ｂ」まで「タクシー」移
動し、「駅ｂ」から「列車４」に便乗して「駅ａ」に移動し、「駅ａ」で「列車３」に乗
り継いで乗務し、「駅ｃ」で業務終了となり、「乗務員Ｂ」が業務開始駅の「駅ｂ」から
「列車４」に乗務し、「駅ａ」で業務終了となる運用計画を示している。
【００４９】
　なお、図８の「運用変更前」の乗務員運用情報８００は、図７のネットワークモデル７
００に対応し、図８の「運用変更後」の乗務員運用情報８１０は、図７のネットワークモ
デル７１０に対応している。
【００５０】
　以下、図９Ａ～図９Ｃを用いて、上述のネットワークモデル７００、７１０を構成する
各ノードの属性情報について説明する。
【００５１】
　まず図９Ａに列車ノード情報テーブル９００を示す。当該テーブル９００で規定する列
車ノードは、運行計画に含まれる列車を表す。一つの列車につき一つの列車ノードが設定
されている。当該テーブル９００は、各列車ノードのノード名２５１をキーに、当該列車
の始発時刻２５２、終着時刻２５３、始発駅２５４、および終着駅２５５、の各属性値を
対応付けたレコードの集合体である。
【００５２】
　また図９Ｂに乗務員ノード情報テーブル９１０を示す。当該テーブル９１０で規定する
乗務員ノードは、ネットワークモデル７００、７１０において運用情報が割り当てられて
いる乗務員を表すノードである。一つの乗務員につき一つの乗務員ノードが設定されてい
る。
【００５３】
　当該テーブル９１０は、各乗務員ノードのノード名２６５をキーに、当該乗務員を利用
可能な時間帯の開始時刻２５６および終了時刻２５７と、当該乗務員の乗務の開始駅２５
８および終着駅２５９の各属性値を対応付けたレコードの集合体である。
【００５４】
　また図９Ｃに終端ノード情報テーブル９２０を示す。当該テーブル９２０で規定する終
端ノードは運用情報の終端を表す。一つの乗務員につき一つの終端ノードが設定されてい
る。当該テーブル９２０は、終端ノードのノード名２６６をキーに、当該乗務員を一意に
識別する乗務員名称２６０と、元計画の乗務員の終着駅２６１を属性として持つ。例えば
、「終端ノードｃ」は、「乗務員Ａ」の終端を表すものとする。
【００５５】
　図８の「運用変更前」の乗務員運用情報８００に示した例では、「乗務員Ａ」の終端は
「列車３」であり、この「列車３」は「駅ｃ」で終着する。よって、「終端ノードｃ」の
終着駅２６１の属性の値は「駅ｃ」である。
【００５６】
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　一方、各ノードを結ぶ接続リンクは、列車ノード間、乗務員ノードと列車ノードの間、
列車ノードと終端ノードの間を結ぶ有向リンクである。変更案作成部１０９は、こうした
接続リンクを、それぞれ以下のように作成する。なお、他移動手段を活用した列車ノード
間の接続方法以外は、特許文献２と同様の手法を採用出来る。
【００５７】
－－－列車ノード間の接続リンクの張り方－－－
　変更案作成部１０９は、列車ノード間の接続リンクを、列車ノードが表す列車の始発駅
と始発時刻と終着駅と終着時刻を基に、時刻と駅の接続が成り立つように作成する。
【００５８】
　例えば、図７のネットワークモデル７００では、「列車１」のノードは、すなわち列車
ノード２２０であり、図８の運行変更前の乗務員運用情報８００によると、始発駅は「駅
ａ」、終着駅は「駅ｃ」、始発時刻は「６時」、終着時刻は「６時２０分」となる。また
、図７のネットワークモデルにおいて、「列車２」のノードは、すなわち列車ノード２２
１であり、図８の運行変更前の乗務員運用情報８００によると、始発駅は「駅ｃ」、終着
駅は「駅ａ」、始発時刻は「６時４０分」、終着時刻は「７時」となる。
【００５９】
　これら２つの列車ノード２２０、２２１を比較すると、「列車１」の終着駅は「列車２
」の始発駅と等しいため、場所の接続が成り立つ。かつ、「列車１」の終着時刻は「列車
２」の始発時刻よりも早いため、時刻の接続が成り立つ。よって、列車ノード２２０から
列車ノード２２１への接続リンクを作成することができる。同様に、列車ノード２２１か
ら、「列車３」を表す列車ノード２２５に向かって接続リンクを作成することができる。
【００６０】
－－－他移動手段を活用した列車ノード間の接続リンクの張り方－－－
　列車ノード間の接続リンクには、他移動手段を活用した接続も含むものとする。他移動
手段を活用した接続リンクでは、前運用の列車の終着駅と、後運用の列車の始発駅が異な
っていても、前運用の列車の終着時刻と後運用の列車の始発時刻を比較し、終着時刻から
始発時刻までの時間の間に終着駅から始発駅まで、他移動手段を用いて移動可能であれば
、接続可能と判断する。
【００６１】
　例えば、図７のネットワークモデル７１０において、「列車１」のノードは、列車ノー
ド２２２であり、図８の運行変更後の乗務員運用情報８１０によると、始発駅は「駅ａ」
、終着駅は「駅ｃ」、始発時刻は「６時」、終着時刻は「６時２０分」となる。また、図
７のネットワークモデル７１０において、「列車４」のノードは、列車ノード２２３であ
り、図８の運行変更後の乗務員運用情報８１０によると、始発駅は「駅ｂ」、終着駅は「
駅ａ」、始発時刻は「７時３０分」、終着時刻は「７時４０分」となる。ここで、「駅ｃ
」から「駅ｂ」までの他移動手段を活用した移動時間は「２０分」とする。
【００６２】
　これら２つの列車ノード２２２、２２３を比較すると、「列車１」の終着駅は「列車４
」の始発駅と異なっていても、「列車１」の終着時刻から「列車４」の始発時刻までの時
間が「列車１」の終着駅から「列車４」の始発駅までにかかる移動時間よりも長いため、
接続が成り立つ。よって、列車ノード２２２から列車ノード２２３への接続リンクを作成
することができる。
【００６３】
－－－列車ノードと乗務員ノードの間の接続リンクの張り方－－－
　列車ノードと乗務員ノードの間の接続リンクは、列車ノードが表す列車の始発駅と始発
時刻と終着駅と終着時刻と、乗務員ノードが表す乗務員の利用可能な時間帯の開始時刻と
終了時刻と運用開始時の乗務員の位置を基に、時刻と場所の接続が成り立つように作成す
る。
【００６４】
　例えば、図７のネットワークモデル７００に示す乗務員ノード２２４に対応した「乗務
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員Ａ」の利用可能時間帯の開始時刻は、乗務員ノード情報テーブル９１０によれば「５時
３０分」であり、開始駅は「駅ａ」である。また、列車ノード情報テーブル９００によれ
ば、この「駅ａ」の始発時刻は「６時」である。そのため、図７のネットワークモデル７
００において、「乗務員Ａ」の乗務員ノード２２４から、「６時」以降に「駅ａ」を始発
する列車の列車ノードへ向かって接続リンクを作成する。つまりこの場合、「列車１」を
表す列車ノード２２０へ向かって接続リンクを作成する。 
【００６５】
－－－列車ノードと終端ノードの間の接続リンクの張り方－－－
　列車ノードと終端ノードの間の接続リンクは、運用情報の最終列車として設定可能な列
車ノードから終端ノードへ向かって作成する。
【００６６】
　終端リンクは、乗務員が元の運用情報で予定されていた地点で運用情報を終了するよう
に制約をかけるためのリンクである。終端リンクは、一つの終端ノードから全ての乗務員
ノードに向かってリンクを作成する。本実施形態では、以上のようなネットワークモデル
を用いて、運用違反判定および解候補の作成、再作成を行う。
【００６７】
－－－接続リンクによる運用違反判定－－－
　図３のフローにおける運用違反判定処理（Ｓ１５１）では、変更案作成部１０９は、上
述のように作成した接続リンクに基づき運用違反判定を行う。この運用違反の判定は、運
用情報をネットワークとして置き換え、乗務員の接続において運用違反が存在するか否か
について判定することとなる。
【００６８】
　例えば、図７のネットワークモデル７００、７１０において、「列車１」と「列車３」
のノード間に、「列車２」運休前は接続リンクが存在していた。しかし、「列車２」運休
後は、当該ノード間に接続リンクは存在しない。変更案作成部１０９は、そのため運用違
反と判定する。
【００６９】
　変更案作成部１０９は、運用違反判定処理（Ｓ１５１）で、乗務員ノードと列車ノード
間、列車ノードと終端ノード間、列車ノード間および他移動手段を活用した列車ノード間
の接続リンクによって、乗務員の接続を判定している。そのため、違反なしとして判定さ
れる結果は、他移動手段による乗務員の移動を許容した運用情報となる。
【００７０】
　以上、本発明の第１実施形態によれば、変更案作成処理において他移動手段による移動
時間の推定値を用いて運用違反判定および解候補作成処理を実施することで、列車運行が
乱れた際に、乗務員の運用を変更する運用整理案の作成にあたり、乗務員の移動に運行管
理システム管轄外の他路線やタクシーなどを適切に活用した乗務員の運用情報を作成する
ことができる。
【００７１】
－－－第２実施形態：乗務員の現在位置情報を活用した変更案作成－－－
　以下、本発明の第２実施形態について、図１０、図１１Ａ～図１１Ｃを参照して説明す
る。この第２実施形態は、例えば、出勤途中の乗務員の行路を変更し、計画とは異なる駅
から乗務を開始するような運用整理案を作成する場合に適用するに好適な例である。
【００７２】
　図１０で例示するように、この第２実施形態における乗務員運用管理システム１００は
、第１実施形態における乗務員運用管理システム１００と異なり、位置情報取得装置４０
と通信可能に結ばれている。
【００７３】
　この位置情報取得装置４０は、例えば、各乗務員が保持する携帯端末であり、自身が備
えるＧＰＳユニット等で演算された現在位置の情報を、乗務員運用管理システム１００に
提供する装置を想定出来る。なお、現在位置の情報としては、ＧＰＳユニット等により演
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算された、緯度、経度の値を想定出来る。
【００７４】
　一方、第２実施形態における乗務員運用管理システム１００は、上述の位置情報取得装
置４０より、各乗務員の現在位置情報を適宜な即時性をもって取得し、当該各乗務員の現
在位置から他移動手段を活用して乗務開始駅まで移動した場合の移動時間を算出する。
【００７５】
　例えば、図１１Ｂの乗務員運用情報１１１０にて示すように、「列車１」に乗務予定で
ある「乗務員Ａ」の出勤前に、「列車１」が運休となり、この「乗務員Ａ」は「列車２」
への乗務ができなくなったとする。ここで、変更案作成部１０９は、この「乗務員Ａ」が
他移動手段を活用して「列車２」の始発駅である「駅ｃ」に出勤可能かを判定する。
【００７６】
　この場合、変更案作成部１０９は、「乗務員Ａ」の現在位置を、位置情報取得装置４０
から得て、その位置と「駅ｃ」までの経路を他移動手段で移動した場合の移動時間を算定
する。こうした算定は、適宜な経路検索アルゴリズムにより、該当経路に採用出来る他移
動手段（例：経路上を走行しているバス、タクシー、他社鉄道路線など）を特定し、その
場合の移動時間を算定する。
【００７７】
　この算定で、例えば図１１Ａの移動時間算出結果情報１１００の上から２番目のレコー
ドにて示すように、或る乗務員（上述の場合、乗務員Ａ）の現在位置から「駅ｃ」までの
「１５キロ」の経路を、所定の他移動手段による移動時間は、「２０分」と算出されたと
する。
【００７８】
　一方、現在時刻が「６時」ちょうどであり、また、列車ノード情報テーブル９００で示
すように、「列車２」の「駅ｃ」での始発時刻は「６時４０分」である場合、変更案作成
部１０９は、上述の「乗務員Ａ」は、「列車２」の「駅ｃ」での始発時刻に間に合う、す
なわち、「乗務員Ａ」は「列車２」に乗務可能と判定する。この場合、「乗務員Ａ」は「
列車２」に接続可能と判定する。こうした対応後の乗務員運用情報１１２０を、図１１Ｃ
に例示する。
【００７９】
　以上、本発明の第２実施形態において、乗務員運用管理システム１００は、乗務員が携
帯する位置情報取得装置４０と連携する構成としたことで、列車の運行が乱れた際に、乗
務員の運用を変更する運用整理案の作成にあたり、乗務員の出勤駅を適切に変更し運用違
反を解消するような運用整理案を作成することができる。
【００８０】
　さらに、運行管理システム２０より変更後の列車ダイヤ、および気象情報管理システム
３０により気象情報などの背景情報が、乗務員運用管理システム１００に送信される構成
とすることもできる。この場合、乗務員運用管理システム１００は、ダイヤ修正時点にお
ける気象情報などの背景情報を用い、乗務員が駅に到達するまでの移動時間を算定する。
例えば、乗務員が利用する移動手段の経路上で、大雪が降っているとの背景情報が得られ
た場合、乗務員運用管理システム１００は、大雪時での当該移動手段の移動時間実績（移
動履歴情報１１３における、「手段」が該当移動手段のレコードで、「要因」が「大雪」
の場合の移動時間２１２の値）に基づき、移動時間を算定することとなる。
【００８１】
－－その他の実施形態－－－
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【００８２】
　例えば、上述の各実施形態では、移動時間を決定木を用いて推定したが、移動時間を推
定する方法は、移動時間を目的変数として、その他の説明変数から移動時間を推定するよ
うなものであればよい。すなわち、決定木を用いたものに限るものではない。
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【００８３】
　例えば、重回帰分析やニューラルネットワークなど、公知の技術を用いることができる
。その場合、移動時間を確率分布として算出してもよい。確率分布として算出する場合に
は、変更案の作成には代表値（平均値など）だけでなく移動時間の分布自体を入力として
使用してもよい。また、変更案の信頼度を推し量るために、分布の形状（ヒストグラムな
ど）や分布の特徴を表す値（３σの値など）を図１２の乗務員運用情報１２００ように提
示しても良い。
【００８４】
　これにより、推定された移動時間の確度を指令員が把握できるようになるため、乗務員
運用整理において指令員の熟練度が低い場合であっても、従来のシステムに比べ、タクシ
ー等を使用した運用整理案における乗務員の乗り継ぎ時間不足による列車の遅延発生を抑
えることができると期待できる。
【００８５】
　なお、移動時間を推定する際には、「どの駅間をどの移動手段で移動するか」をキーと
して推定することが多いため、統計的な分析は、各駅間・各移動手段で各々独立に実施す
ればよい。
【００８６】
　また、過去の履歴情報を、説明変数で構成される状態空間内で複数のクラスタに分解し
ておき、現在の状況がどのクラスタに該当するかを探索して、当該クラスタに対応する代
表値（移動時間とその分布）を計算に用いるようにしてもよい
【００８７】
　また、上述の実施形態では、移動履歴情報の一例として、説明変数には日付、時刻、発
駅、着駅、手段、風速、曜日、運休有無、要因、雨量、移動距離（キロ）を用い、目的変
数には移動時間を用いたが、説明変数は上記の例に限るものではない。例えば、気象情報
や人の流れに関する情報など、社会インフラに関連したログデータを適用しても良い。ま
た例えば、説明変数に、ダイヤの乱れが発生してからの経過時間を加えても良い。
【００８８】
　以上、こうした本実施形態によれば、ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用情報の変
更案を効率的に生成可能となる。例えば、変更案作成処理において運行管理システム管轄
外移動時間による解候補作成処理を構成したことで、ダイヤ上にない移動手段を活用する
ことにより、自社路線のダイヤ上での移動のみでは乗務員の運用違反が解消できない場合
に、他移動手段を活用することで運用違反を解消することができる。その一例として、乗
務員の移動に他路線やタクシーなどを活用した乗務員の運用情報を提案することができる
。
【００８９】
　従って、乗務員運用情報の再作成において、移動にかかる時間が変動する可能性の高い
運行管理システムの管理対象外の移動手段を活用する場合においても、適切な変更案を作
成することが可能となる。ひいては、鉄道運行に関する各種システムにおける処理の効率
化、高速化が図られることになる。
【００９０】
　本明細書の記載により、少なくとも次のことが明らかにされる。すなわち、本実施形態
の乗務員運用管理システムにおいて、前記演算部は、前記変更案作成処理において、前記
他移動手段を用いて乗務員が移動する前記変更案を作成した場合、当該変更案を当該他移
動手段の情報とともに所定装置に出力する処理を更に実行するものである、としてもよい
。
【００９１】
　これによれば、例えば、当該鉄道の乗務員運用管理の担当者等が、列車ダイヤ以外の移
動手段（例：バス、タクシー、自家用車、他会社線など）により乗務員を所定乗務につか
せる運用について明確かつ容易に認識出来る。
【００９２】
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　また、本実施形態の乗務員運用管理システムにおいて、前記演算部は、前記移動時間算
出処理において、前記他移動手段の情報が示す、当該他移動手段による過去の移動履歴の
情報を用いて前記移動時間の算出を実行するものである、としてもよい。
【００９３】
　これによれば、移動時間の算出処理を実際の事象に基づいて精度良く、かつ効率的に行
えることになる。
【００９４】
　また、本実施形態の乗務員運用管理システムにおいて、前記演算部は、前記移動時間算
出処理において、前記他移動手段の情報が示す、前記他移動手段に関して予め求めた所定
距離ないし所定地点間の移動時間の情報に基づき前記移動時間の算出を実行するものであ
る、としてもよい。
【００９５】
　これによれば、移動時間の算出処理を効率的に行えることになる。
【００９６】
　また、本実施形態の乗務員運用管理システムにおいて、前記演算部は、前記移動時間算
出処理において、前記乗務員が保持する所定の位置取得装置から、当該乗務員の位置情報
を取得し、当該位置情報に基づき前記移動時間を算出し、前記変更案作成処理において、
前記位置情報の得られている当該乗務員が、前記列車および前記他移動手段の少なくとも
いずれかを用いて移動する場合の前記変更案を、前記位置情報に基づき算定した移動時間
を用いて作成するものである、としてもよい。
【００９７】
　これによれば、乗務員の実施の所在位置を踏まえて上述の移動時間を算出し、これを変
更案に反映させることが可能となる。ひいては、ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用
情報の変更案を精度良く効率的に生成可能となる。
【００９８】
　また、本実施形態の乗務員運用管理システムにおいて、前記演算部は、前記移動時間算
出処理において、前記列車ダイヤの変更時における、事故発生曜日、事故発生時刻、事故
発生からの経過時間、遅延原因、降雨量、および降雪量、のうち少なくともいずれかの情
報に更に基づいて前記移動時間を算出するものである、としてもよい。
【００９９】
　これによれば、ダイヤ乱れの原因が乗務員の移動に及ぼす影響も考慮しつつ、移動時間
の算出を行えることとなる。ひいては、ダイヤ乱れ等に際し、適切な乗務員運用情報の変
更案を精度良く効率的に生成可能となる。
【０１００】
　また、本実施形態の乗務員運用管理方法において、前記情報処理システムが、前記変更
案作成処理において、前記他移動手段を用いて乗務員が移動する前記変更案を作成した場
合、当該変更案を当該他移動手段の情報とともに所定装置に出力する処理を更に実行する
、としてもよい。
【０１０１】
　また、本実施形態の乗務員運用管理方法において、前記情報処理システムが、前記移動
時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、当該他移動手段による過去の移動
履歴の情報を用いて前記移動時間の算出を実行する、としてもよい。
【０１０２】
　また、本実施形態の乗務員運用管理方法において、前記情報処理システムが、前記移動
時間算出処理において、前記他移動手段の情報が示す、前記他移動手段に関して予め求め
た所定距離ないし所定地点間の移動時間の情報に基づき前記移動時間の算出を実行する、
としてもよい。
【０１０３】
　また、本実施形態の乗務員運用管理方法において、前記情報処理システムが、前記移動
時間算出処理において、前記乗務員が保持する所定の位置取得装置から、当該乗務員の位
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いて、前記位置情報の得られている当該乗務員が、前記列車および前記他移動手段の少な
くともいずれかを用いて移動する場合の前記変更案を、前記位置情報に基づき算定した移
動時間を用いて作成する、としてもよい。
【０１０４】
　また、本実施形態の乗務員運用管理方法において、前記情報処理システムが、前記移動
時間算出処理において、前記列車ダイヤの変更時における、事故発生曜日、事故発生時刻
、事故発生からの経過時間、遅延原因、降雨量、および降雪量、のうち少なくともいずれ
かの情報に更に基づいて前記移動時間を算出する、としてもよい。
【符号の説明】
【０１０５】
１０　ネットワーク
２０　運行管理システム
３０　気象情報管理システム
４０　位置情報取得装置
１００　乗務員運用管理システム
１０１　表示部
１０２　入力部
１０３　ＣＰＵ（演算部）
１０４　通信部
１０５　メモリ
１０７　記憶部
１０８　移動時間算出部
１０９　変更案作成部
１１０　ダイヤ情報
１１１　変更前運用情報
１１２　変更後運用情報
１１３　移動履歴情報
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